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統計表に基づく調査票情報の
二次利用制度 

調査票情報の提供（33条) オーダーメード集計（34条） 匿名データの提供（36条） 

申
請
条
件 

利用者 公的機関等 一般の者 一般の者 

利用目的 

・統計の作成等又は統計調査のための
名簿の作成 

・一定の公益性を有する調査研究又は
政策立案に係る統計の作成 

・統計成果物を学術研究又は高等教育
への利用を直接の目的としているこ
と 

・匿名データの利用を統計の作成に
限定していること 

・学術研究又は高等教育への利用を
直接の目的としていること 

提
供
情
報 

データ形式 テキストデータ 結果表（ＣＳＶデータ） ＣＳＶデータ 

範囲 統計調査により集められた情報 
クロス数は表頭表側でそれぞれ３次元
まで 

統計調査により集められた情報 
（現在、乙調査事項は対象外） 

年次 
（住宅･土地統計調査） 

昭和53年～平成20年 
（提供可能な年次） 

平成５～20年 平成５～15年 

費用 不要 必要 必要 

成果物の公表 選択可能 必要 必要 

その他 
結果数値が小さい場合、秘匿措置が必
要 

結果数値が小さい場合、秘匿措置が必
要 

・結果数値が小さい場合、秘匿措置 
 が必要 
・使用後はデータを返却 

過去の利用実績 
（住宅･土地統計調査） 

89件 
（平成22、23年度の件数） 

４件 
（平成22年の開始時からの総件数） 

７件 
（平成21年の開始時からの総件数） 


